
20 周年ロゴマークが付いたイベントは、 
「市制施行 20 周年記念事業・市民協働事業」です。
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本市では環境保全に関する基本的事項の
ほか、環境行政一般について調査審議を
行うため、市民および事業者、学識経験者、
関係行政機関により構成される環境保全
審議会を設置しています。このたび、市
民の皆さんの多様な意見を環境施策に反
映させることを目的に、環境保全審議会
委員を募集します。
▶内容：市環境基本計画の策定および進捗状
況や事業の効果などについての点検・評価
▶応募資格：下記のすべてを満たす方
〇環境全般に関心のある方
〇令和８年４月１日現在 18 歳以上で市
内在住の方
〇市税などの滞納がない方
〇平日の昼間に開催する会議に出席できる方
▶募集人数：６人
▶任期：委嘱の日から２年間
▶開催回数：年２回程度
※令和８年度は、計画の改定見直しのた
め年４回程度
▶応募方法：応募用紙に必要事項、応募
の動機や環境施策に関する意見を記入し、
生活環境課へ直接持参、郵送またはメー
ルで応募してください。
※応募用紙は市ホームページ
からダウンロードできるほか、
生活環境課窓口で配布します。
▶応募期間：７月１日㈬～ 21 日㈫
※郵送は当日消印有効
※選考結果は８月下旬までに応募者全員
に通知します。
問 〒 300 ‐ 2492 つくばみらい市加藤
237　谷和原庁舎生活環境課（内線 3302）
✉seikatu01@city.tsukubamirai.lg.jp

環境保全審議会委員を
募集します

つくばみらい市商工会で作成している飲食
店ガイド「つくばみらいぐるめぐり」に掲
載を希望する事業所を募集します。掲載事
業所は市商工会で PR 動画を作成し、「ぐ
るめぐり」Instagram で市内外へ広く情
報発信を行います。お店の魅力を PR でき
る絶好の機会です。ぜひご応募ください。
▶対象：市内の飲食店舗（キッ
チンカー可　※条件あり）
▶応募条件：つくばみらい市
商工会会員（新規加入可）
▶費用：無料
▶申込方法：下記問い合わせ先までお電
話またはメールでお申し込みください。
▶申込期限：８月 20 日㈭
問 つくばみらい市商工会　担当：宗
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川　☎ 0297 ‐ 58 ‐ 1700　
✉ info@miraishoko.com

飲食店ガイド「つくばみらいぐ
るめぐり」に掲載しませんか？
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米飯文化の奥深さを学び、ご飯の味わい
を科学的かつ感覚的に評価できる「米飯
官能鑑定士」の養成講座を開催します。
この講座では、炊飯技術や米の品種ごとの
違い、官能評価の方法などの知識を身に付
けられます。また、家庭だけでなく、仕事
や活動を通じて役立つスキルを学ぶことが
できます。日々の食卓に活かせるお米の知
識を深め、食の楽しさを広げてみませんか？
▶日時：８月 22 日㈯・23 日㈰ 午前９時～正午
▶場所：みらい平コミュニティセンター
supported by 成島建設（紫峰ヶ丘４丁
目４ ‐ １）
▶講師：米・食味鑑定士協会 鈴
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取締役（米・食味鑑定士）
▶参加費：500 円／人
▶申込方法：いばらき電
子申請・届出サービス、産業経済課窓口
またはお電話でお申し込みください。
▶申込期限：７月 31 日㈮
問 谷和原庁舎産業経済課（内線 3105）

つくばみらい市米飯鑑定士
養成講座参加者募集！

今年は戦後・被爆 81 年ですが、世界では戦
火が絶えません。令和６年 12 月、日本原水
爆被害者団体協議会のノーベル平和賞を受
賞し、国内外で核兵器廃絶への機運が大き
く高まりました。核兵器のない世界を実現
するため、全国の市町村を結び、広島・長
崎へ行進します。ご一緒に行進しましょう。
▶日時：７月 13 日㈪ 午前 10 時～
▶場所：みらい平駅前からみらい平市民
センターまで（午前 11 時からは伊奈庁
舎前で集会を行います）
▶主催：2026 年原水爆禁止国民平和大
行進 つくばみらい実行委員会
問 原

は ら だ
田　☎ 090 ‐ 4064 ‐ 9785 

原水爆禁止国民平和大行進
参加者募集

県では、ダイバーシティ施策について、地
域での情報発信や県イベントの参加にご協
力いただける方を対象に「茨城県ダイバー
シティ推進員」の登録者を募
集しています。詳しくは県ホー
ムページをご覧ください。
▶役割：県のダイバーシティ推進施策の
地域への広報・PR、県が開催する研修会・
講演会への参加、県のダイバーシティ推
進施策への意見・要望などの提言
▶登録要件：下記のすべてを満たす方
〇茨城県内に住所を有していること
〇 18 歳以上（令和８年４月１日現在）で、
ダイバーシティ推進の理念をよく理解し
ていること
〇メールアドレスを持っていること
〇茨城県ダイバーシティ推進センターの
LINE アカウントを登録していること

茨城県ダイバーシティ推進員
登録者募集！

問 茨城県 県民生活環境部 多様性社会推
進課 多様性推進グループ
☎ 029 ‐ 301 ‐ 2178
✉tasui2@pref.ibaraki.lg.jp 

20 問 つくばみらい市役所（代表）　☎ 0297 ‐ 58 ‐ 2111


